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１ 目的 

この基準は、介護サービスの提供により発生した事故を把握するとともに、別表に掲

げる介護サービスを提供する事業者（以下「介護サービス事業者」という。）による事

故への速やかな対応及び事故防止への取組を支援し、及び促進することにより、介護サ

ービスの質の向上と安心してサービス利用ができる体制の確立を目指すことを目的とす

る。 

 

２ 事故の報告と手順 

介護サービス事業者は、介護サービスの提供に際し事故が発生したときは、福祉部長

に対し、以下の手順により事故報告を行わなければならない。 

⑴ 事故発生後、介護サービス事業者は、速やかに介護サービス事業者事故発生報告書

（別記様式）等の「１ 事故状況」から「６ 事故発生後の状況」までを記載し、第１

報として事故発生を報告するものとする。 

⑵ ⑴による報告後、介護サービス事業者は、区の指示があったときは、別記様式によ

り適宜途中経過を報告するものとする。 

⑶ 介護サービス事業者は、事故処理が終了した時点で、別記様式の該当する項目を全

て記載し、最終報告として提出するものとする。 

⑷ ⑵及び⑶にかかわらず、⑴による報告の時点で事故処理が終了しているときは、当

該報告をもって最終報告とすることができる。ただし、当該報告に当たっては、別記

様式の該当する項目を全て記載するものとする。 

 

 



３ 報告の範囲 

報告すべき事故の範囲は、事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス等の提供に

伴い発生した事故とし、次の各号に該当するものとする。 

⑴ 次のいずれかに該当する場合 

ア 死亡に至った事故 

   イ 医療機関での受診を要した事故（介護保険施設等においては、施設の勤務医、配置 

医への受診含む） 

ウ 感染症、食中毒又は疥癬が発生した事故 

エ 災害（地震・風水害火災）により介護サービスの提供に影響する重大な事故 

オ 個人情報保護に関連する事故 

カ 介護サービス事業所等の従事者による法令違反・不祥事等により、利用者が付帯的

な損害を受けた、又はサービスの利用に影響を受けた場合の事故（交通事故、経済的

損失及び精神的被害等を含む） 

キ 利用者が加害者となった事故（経済的損失及び精神的非該当を含む） 

ク その他、区が必要と認めたもの 

⑵ 次のいずれかに該当する場合は、前号に該当する場合を含め、報告を要しないものと

することができる。 

ア 比較的軽易なけがのとき（前項イに該当する事故を除く）。 

イ 老衰等により死亡したとき。 

⑶ 前２号の規定にかかわらず、区から報告を求められた場合は、介護サービス事業者は

報告を要するものとする。 

 

４ 報告の対象 

報告する事故は、事故当事者である介護サービス等利用者が区の被保険者である場合及

び介護サービス事業者の施設所在地が区内の場合とする。 

 

５ 報告書の提出方法及び提出 

  LoGoフォームに必要事項を入力し、介護サービス事業者事故発生報告書（別記様

式）及び必要書類を添付して、文京区福祉部介護保険課に提出しなければならない。

ただし、LoGoフォームによる申請により難い場合は、書面で提出することができ

る。 

 

６ 対応 

⑴ 区は、事故報告の内容に不明な点がある場合、介護サービス事業者に事故内容の問い

合わせを行う。この場合において、福祉部長が必要であると認めたときは、区は介護サ



ービス事業者に具体的説明を求めるものとする。 

⑵ 対応する事故は、事故当事者が区の被保険者である場合とする。ただし、必要に応じ

他の区市町村の被保険者に係る事故についても、当該区市町村と連携し、対応するもの

とする。 

⑶ 重大な事故については、必要に応じて、東京都、東京都国民健康保険団体連合会又は

他の区市町村と連携を図るものとする。 

 

   付 則 
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